
は じめに

平成 17年 3月 、高知県 ・高知市病院企業日立高知医療センター (以下 「高知医療センター」とい

う。)は 、高知県立中央病院と高知市立市民病院を統合した新病院として開院し、がんセンター、救

命救急センター、循環器病センター、総合周産期母子医療センター、地域医療センター機能を有する、

高知県の基幹病院として、県民 ・市民の命をまもる最後の砦としてかけがえのない役割を果たしてい

る。

高知医療センターは、開院するにあたつて、平成 11年に成立した、「民間資金等の活用による公共

施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法 )に 基づき、病院本館及びその他施設の建設 ・整備

及び病院運営をPFI事 業として全国に先駆けて導入することを決定し、民間活力を導入することに

よって経営の効率化や医療サービスの向上を目指した。

高知医療センターのPFI事 業の特徴は、下記のとおりである。(平成 15年議会説明資料から抜粋)

ア 「要求水準」を満たすサービスの提供一仕様発注から性能発注ヘー

要求するサービスの水準 ・性能 (質)を 「要求水準」として提示し、その 「要求水準」を満たす

サービスをSPCが 提供 →  従 来型の仕様発注では確保することが困難であつたサービスの

「質」についても委託の内容とすることが可能。

イ  「モニタリング」による監視―サービスの質の担保

日常、定期、随時にSPCが 提供するサービスに対する監視 (モニタリング)を行うことにより、

業務の 「質」の維持、向上を図る →  要 求水準が満たされていない場合には、その程度に応じて

業務改善勧告やサービス対価の減額 (ペナルティ)を 行うことにより、その実効性を担保。

ウ 包 括的業務委託一隙間業務の排除による医療環境の整備

(1)従 来は、各業務を個別の受託企業に発注 →  受 託業務の間に隙間が生じ、その隙間を医療ス

タンフが補う →  そ の対応のために医療に専念することができない事態が発生。

の  SPCが すべての業務を遂行することとされているため、隙間業務が生じる余地がない →

医療スタッフが医療に専念できることになり、医療の質の向上につながる環境の整備が可能。

工 SPCに よる業務統括―SPCの マネジメント能力

本事業においては、SPCが 包括委託されたすべての業務を現実に遂行するわけではなく、個々

の具体的な業務については協力企業、受託企業が担当することになる。そのため、SPCが 自らの

裁量及び責任において、協力企業及び受託企業等の業務を統括することにより、病院組合に対する

安定した効率的かつ効果的なサービスが提供されることとなる。

オ 民 間ノウハウの活用による病院経営の効率化一経営企画協議会の設置

民間企業のノウハウを公共事業に取り入れることにより財政負担を軽減できることがPFI方
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式を導入するメリントであるが、このメリットを事受するためには病院組合が民間事業者から意見

や提案を聴取する機会を設けることが必要であるよ今回は病院組合とSPCの 関係者とが出席する

経営企画協議会を設置することをPFI事 業契約で規定しており、SPCが 病院経営効率化の観点

からの提案を行い、それについて意見交換、検討を行うことが予定されている。

力 長 期委託契約一協働による業務実施体制の熟成

PFI方 式のメリットは一定の長期間にわたる病院組合とSPCと の協働による業務実施体制

の熟成の結果得られるべきものであり、今回の 30年 間にわたる長期契約が業務実施体制の十分な

成熱とPFI方 式によるメリットを享受することができる土台となっている。

キ 病 院の変化への対応―長期契約の弱点の克服

長期契約は一方で医療技術の進歩や医療センターに求められる医療の質の変容、病院規模の変容、

医療制度の改正など、医療環境の変化などに対応できなくなる懸念が発生する。今回のPFI事 業

契約では病院組合やSPCが これらの変化に柔軟に対応できるように一定の周期で業務を見直す

旨の規程や適宜業務等の変更を行うことができる旨の規程を設けており、さらに、やむを得ない場

合には委託業務の範囲の縮小も行うことができるものとされており、医療環境の変化等に柔軟に対

応できる仕組みとなっている。

ク 大 企業の進出によるノウハウの享受一地元企業の育成

今回優先交渉権者は本事業を実施するためにSPC(高 知医療ピーエフアイ株式会社 :資本金 12

億円)を 高知県内に設立した。SPCの ようなノウハウを有する大会社が高知県内に設立され、本

事業の実施に当たることは、受託企業として地元企業を採用することなどで地域経済が活性化され、

地元企業の育成にもつながることが期待されている。

PFI事 業の選定の経過

高知医療センターのPFI事 業の選定においては、PFI事 業に係る事業者をプロポーザル方式に

より選定するにあたり、その手続きを厳正かつ公正に行なうため、平成 13年 10月 2日、外部の有識

者で構成する 「高知医療センター整備運営事業PFIプ ロポーザル審査委員会」(以下 「審査委員会」

という。)(表 1)を設置した。

審査委員会は、下記の事項について調査審議し、経過及び結果を高知県 ・高知市病院組合管理者に

報告することが任務であつた。

(1)事 業者を選定するための審査基準

12)提 案書等提出された書類の審査

0 プ ロポーザルの評価及び事業者の選定

0 そ の他事業者の選定に関し必要な事項

高知医療センターのPFI事 業者選定にあたつては、この審査委員会により検討し公表した審査基

準に基づく一次審査、二次審査の各過程を巌密に行つた。
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一次審査は、平成 13年 10月末から事業者を募集し行なわれた。三菱商事グループ、三井物産グル

ープ、大林組グループ、オリックスグループの4グループから応募があり、一次審査は、すべてのグ

ループがクリアし、2次募集の手続きに入つた。

審査委員会は、4グループの応募者から提出された2次提案書類およびとアリングにより、事前に

決定された審査基準及び手順にしたがい、厳正かつ公平に、平成 14年 7月 27日～29日 にかけて、2

次審査の 1段階の提案の採点及び 2次審査の2段階の価格審査 〔事業期間を通じた病院組合の負担額

を現在価値に換算した金額について、最も少ない金額を提示した応募者 :病院本館整備業務(初期投

資)及び病院本館施設維持管理(ファシリティマネジメント)業務〕を行った。その結果、最優秀提案者

としてオリックスグループ、次点者として三井物産グループを選定した。

表 1 高 知医療センター整備運営事業PFIプ ロポーザル審査委員会

氏   名 役  職  等

井熊  均 日本総合研究所産業創発センター 所 長

池田 憲 治 高知県総務部長

泉澤  俊 朝 日監査法人 パ ブジックセクター副部長 ・公認会計士

井上  一 岡山大学医学部附属病院 病 院長

大道  學 日本病院会 副 会長

香川  征 徳島大学医学部附属病院 病 院長

河日  豊 広島国際大学医療福祉学部 教 授

小山 秀 夫 国立医療 ・病院管理研究所 医 療経済研究部長

相良 祐 輔 高知医科大学医学部附属病院 病 院長

瀬戸山元一 高知県 ・高知市病院組合理事 (院長予定者)

辻本 好 子 ささえあい医療人権センターコムル 代 表

長崎 豊 彦 高知市企画財政部長

前田  博 三井安口法律事務所 弁 護士

溝渕栄一郎 高知商工会議所 専 務理事

村山 博 良 高知県医師会 会 長

※瀬戸山元一委員は、平成 14年 7月 2日付けで委員を解職

(資料 1)

(資料 2)

(資料 3)

(資料 4)

高知医療センターPFI事 業のプロセス

高知医療センター整備運営事業 1次審査の結果について

高知医療センターPFIプ ロポーザル審査委員会―審査結果報告書 (平成 14年 7月 29

日公表)

高知医療センターPFIプ ロポーザル審査委員会一採点結果報告書 (平成 14年 7月 29

日公表)

その後、高知県・高知市病院組合は、最優秀提案者であるオブックスグループを優先交渉権者とし、

PFI事 業契約締結に向けた協議をおこない、平成 14年 10月 14日にPFI基 本協定締結、平成 14

年 12月 8日 に優先交渉権者であるオリンクスグループが中心となつて設立した 「高知医療ピーエフ

アイ株式会社」(以下 「SPC」 とぃぅ。)(表2)と 30年間2130億 円余のPFI事 業契約を締結した。

病院組合の事業者選定の公表資料では、病院組合が直接実施する場合の公共負担額を248,655百万円

(現在価値換算後の公共負担額 131,505百万円)に 比べ、SPCの 提案した事業計画に基づく公共

3



負担額は、230,903百 万円 (現在価値換算後の公共負担額 126,050百万円)(表 3)と なっており、

病院組合が直接実施する場合と比較したとき、17,752百 万円 (7.14%)、現在価値換算後では、5,455

百万円 (4.15%)縮 減されることとなつていた。総合評価としても、公共負担額の縮減が認められ、

併せて、事業全体の定性的評価においても、公共と民間の新たなパー トナーシップのもとに適切なり

スク管理がなされ、各種業務に対する専門性の発揮、業務の効率化と業務内容の向上などの効果が見

込まれ、自治体病院としての使命を発揮していく上で、「医療の質の向上」、「患者さんサービスの向

上J及び 「病院経営の効率化」が図られるものとされていた。

表 2 SPCの 構成企業

1 オ リックス株式会社

2 オ リックス ・リアルエステー ト (現 :オ リックス不動産)

3 日 本医療事務センター

4 メ ディポー トシステム (現 :ワタキュー)

5 三 菱化学ビーシーエル (現 :三菱メディエンス)

6 竹 中工務店

7 新 日本製銭 (現 :新 日本エンジエアブング)

8 大 成建設

9 不 動建設 (現 :不動テ トラ)

10 富 士通株式会社

11 東 京美装 (後に :オ リックス ・ファシリティーズに株式譲渡)

表3 現 在価値換算前の負担額比較

(単位 :百万円)

区 分 P S C 契約締結時
比 較 増 減

差 額 率 %

材 料
109,544 79,761 ▲29,783 ▲ 27.2

収
益
品

経 費 他 63,610 63,669 59 0.1

門
支
出

企 業債 支 払利 息等 12,374 12,035 ▲   339 ▲  2.7

PFIの 調 整 額 13,963 13,963 皆 増

計 (3条 費用) 185,528 169,428 ▲16,100 ▲  8.7

資

キ

施
設
整

病
院
本
館

病院本館施設 33,918 30,329 ▲ 3,589 ▲ 10.6

医 療 機 器 等 25,652 27,735 2,083 ▲  8,1

令
的
支
出

偏
その他施設整備 2,825 3,397 572 20.2

計 62,995 61,461 ▲   934 ▲  1.5

企業債建設中支払利息 732 14 ▲   718 ▲ 98.1

計 (4条 支出) 63,127 61,475 ▲ 1,652 ▲  2ゃ6
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総 合  計 248,655 230,903 A17,752 ▲  71

(資料 5)高 知医療センターPFI事 業契約の概要

2 開 院後の経過

高知医療センターは、平成 17年 2月 26日 に病院組合立高知中央病院・高知市民病院から患者を移

送し入院患者を受け入れ、平成 17年 3月 1日から外来診療を開始し、グランドオープンした。

開院後の病院経営では、入院や外来の患者数は、当初計画を下回つたものの、特に入院の患者一人

当たりの診療単価は計画を大幅に上回り、収入は計画どおり確保された。しかしながら、当初PFI

事業計画で想定した 23.4%の材料費比率が、予想以上に大幅に上回り (表4)、 当初の収支計画の赤

字幅を上回る厳しい経営状態となった。その後の経営収支は、別表 (表5)の とおりである。

医療機能面においては、従来の高知県立中央病院や高知市立市民病院では果たすことができなかつ

た機能を持ち、県民 ・市民の医療を守る最後の砦としての役割を果たしている高知医療センターであ

るが、開院以来、大幅な赤字を計上する経営状況により、経営改善は避けて通れない喫緊の課題とな

っていた。

また、平成 20年 度には、「公立病院改革プラン」を策定し、病院事業経営の改革に総合的に取り組

むよう国からも求められていたことから、年度当初より策定に向けた作業を進めていた。その取り組

み過程では、単年度収支を黒字化するため、平成 21年 度から23年 度までの3年間に、19年度決算

額と比べ、事業収入は 11億 円の増収を図る一方、8億 6千 万円の経費削減を行うこととし、特に、

PFI事 業での財政的なメリットが発揮できていない現状から、SPCに 対し経費削減の協力要請を

行つてきた。平成 20年 7月 11日には、SPCに 対し、収入の向上に対する支援とPFI事 業経費の

削減に向けた協力要請を文書で提出し、その後の事務的な協議も踏まえ、平成 20年 11月 17日 には、

再度文書でPFI事 業契約にかかる委託料等の見直しについて、協力要請を行つた。しかし、SPC

からは平成 20年 12月 9日付けで、協力要請には全く応じられない旨の文書回答があつた。

そのSPCの 回答を踏まえ、構成団体の高知県知事 ・高知市長が翌年 1月 20日 、PFI事 業の応

募者提案代表企業であるオリックス本社を訪問し協力要請を行なった結果、SPCと は、今一度原点

に立ち返りPFI事 業契約に規定する 「経営企画協議会」の場で、病院収支全体また、PFI事 業全

体のあり方について、できるだけ早期に協議を開始し、高知医療センターの経営改善に向けて、精力

的に取り組んでいくこととなった。

なお、病院企業国は、平成 20年 12月 9日付けのSPCの 文書回答については、全面的に反論する

見解を発表し、平成 21年 2月 16日付けで、文書にてSPCに 手渡したところである。

高知医療センターは、厳しい経営状態が続く中、平成 20年 度末決算見込みにおいて、運営資金が

枯渇する状態となり、構成団体である県・高知市から7億 6千 万円余の長期貸付を受けざるを得ない

状態となった。その後、2月 18日に開催された病院企業団議会においては、「高知医療センターの経

営改善と医療体制の維持向上を求める付帯決議」が採択され、「SPCの 経営改善のための協力姿勢

に変化が見受けられない場合は、PFI事 業を継続しないことで経営改善を図ることを選択せざるを



表4

材料費比率の提案時との乖離 (16～21年度 (16～20は決算、21は決算見込み)

餞

(単位 i千円,税 込み)

■|■,1軒章轟
■||,年|■|■|||■■||'■■||||1111ヤ年■|■!||||■■||■■■ ■ ⅢⅢ守■||■■|■
1準禎0■|‖!1事水赤011卜|1痕寿0+IJI■1実績011! ||1提案OIIII

入院収益 724,913 523,801 ▲ 201,112 8,682,648 9,865,446 1,182,798 8,805,521 9,768,015 962,494

外来収益 171,068 98,611 ▲ 72,457 1,862,902 1,647,888 A 215,014 1,919,292 1,685,313 ▲ 233,979

合計 A 895,981 622,412 ▲ 273,569 10,545,550 11,513,334 967)784 10,724,813 11,453,328 728,515

薬品費 141,910 97,959 ▲ 43,951 1,702,932 1)805,305 102,373 1,702,932 1,899,214 196,282

診療材料 医療消耗備品 92,940 ll14,627 11,687 1,115,268 1,942,665 827,397 777,084 1,880,129 1,103,045

合計 B 234,850 ▲ 32,264 2,818,200 3,747,970 929,770 2,480,016 3,779,343 1,299,327

1,995,37110,238,447

1,473,51 11,2141,191,937 11,081,75512,077,513

1,918,0401,157,710

1)141,9463,830,2142)480,016
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得ないことも視野に入れた検討がもとめられる。」とされた。

平成 21年 3月 には、経営企画協議会で、高知医療センターの経営改善に向けて議論すべき議題と

して、①高知医療センターの経営改善について、②PFI事 業におけるVFM IValue For Money)

について、③適正材料費について、をSPCと の間で確認した。

平成21年 度に入り、3回 の経営企画協議会での協議を踏まえ、6月 8日 に開催した第4回経営企

画協議会において、SPCか ら、「内部で検討の結果、平成 23年度の経常収支黒字化に貢献するほど

の削減効果を短期間にあげることは困難であるとの結論に至り、医療センターの経営改善にどういう

形で協力ができるかを検討した結果、SPC自 体のリス トラ、縮小化もあるが、短期間で経営改善が

必要であれば、もつとドラスチックな方法として、SPCが 業務を離れることによって、諸経費の削

減を行なうことも一つの方法ではないかと判断した」との提案があり、その後 「合意によるPFI事

業契約の終了」を議題として協議をしてきた。

最終的に、今般SPCと の協議が整い、平成 22年 3月 31日 をもつて高知医療センターPFI事 業

契約を解消することに至ったところであるが、今後の病院運営や経営に資することを目的に、この約

5年間のPFI事 業による病院運営について、検証を行なったものである。

3 高 知医療センター PFI事 業の検証

今回のPFI事 業の検証については、PFI事 業による病院運営に携わつた内部の観点から検証を

行なうものであり、第二者からの評価をもらったものではない。

検証の視点の切り日はいくつか考えられるが、当初想定した高知医療センターのPFI事 業の特徴、

期待された役割や効果から見て、結果がどうであつたのかを中心に行ったものである。

また、PFI事 業においては、建設PFIと 運営PFIの 二つがあるが、建設PFIに おいては、

当然の事ながら、公共が実施するよりは、民が実施することで効果が発揮されることを目的とするも

のであるので、今回の検証作業は、運営面における課題のみとした。

なお、一般的に建設PFIに おいては、民間に委ねることによつて、その事業効果があると言われ

ており、高知医療センターの病院本館施設等の建設においてもそれは例外ではなかった。民間事業者

の創意工夫の発揮のために、提供されるべき公共サービスの水準を必要な限度で示すことを基本とし、

構造物、建築物の具体的な仕様の特定については必要最小限にとどめることによつて、公共が実施す

るより、約 50億 円程度廉価で建設されており、その事業効果は大いにあつたものと評価している。

1) 「 要求水準」を満たすサービスの提供一仕様発注から性能発注ヘー

PFI事 業では、業務の質を確保する従来型の仕様発注ではなく、要求水準を基準にサービスの

「質」についても委託の内容とすることを目的としていた。事業者募集にあたっては、できる限り民

間事業者の創意正夫が発揮されることに留意し、具体的な仕様の特定を必要最小限に留め、提供され

るべき公共サービスの水準を必要な限度で示す (アウトプント仕様)性 能発注の方法をとる。具体的

に言えば、公共はそれぞれの業務に対する要求水準書 (例示 :医事業務一患者さんサービスの向上一
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患者さんを待たせないこと等)を 提示し、応募者からの業務の提案を受けることとなっている。提案

を行つた応募者には、提案内容を遵守することが求められ、当然、業務に問題があれば、公共の側は、

提案者であるSPCに 、その要求水準の実現を求めることになるが、それが、PFI事 業で求めてい

る性能発注の考え方である。

要求水準というものさしがあるため、サービスの質や業務の内容については、従来型の委託契約に

比べると、事業者に対してその改善を求めやすい環境であつたことは事実である。しかし一方で、お

互いに従来型の仕様書発注の域を出ることができず、PFI事 業効果として求めた性能発注の領域ま

でには到達できなかったことも事実である。到達できなった背景には、いくつかの要因が考えられる。

一つには、病院企業団とSPCと の間に,要 求水準に対する理解の差があつたということである。

要求水準と言うある意味抽象的な基準となっているため、相互の認識を共有化することが難しいこと

であった。

二つ目には、上記に関連して、SPCは 、提案した業務を実施するために、協力企業や受託企業と

の間で仕様書を作成しているが、仕様書を見直しするためには、経費負担の利害関係が発生し、協議

に相当な時間がかかり,時 に、解決しないと言う問題が発生した。具体的に言えば、民間企業として

利益を確保することと、宮から求められるサービスの質や水準を確保するという、利益が相反する関

係が生じ、金銭的な問題が常にネックとなり、それを実現できる可能性が低くなったのである。

PFI事 業契約において、応募者提案にもとづく提案の道守、要求水準の達成を前提として契約を

締結していることから、サービスの質確保のために高コストの負担をしているという思いが病院企業

団側にはあり、性能発注として業務の見直しを行う際に発生する費用については、当然SPC(協 力

企業や受託企業含む)の 負担で行うべきと、時に両者の間でHL榛も生じた。また、利益が相反する関

係が強調され問題を解決しにくくした背景には、開院以来、予想を大きく上回つた材料費問題が一向

に解決しない苛立ちも根底にあつた。

サービスの水準を確保する性能発注においては、SPCの マネジメント能力を期待し、その解決を

求めたが、要求水準への相互認識の共有化と経費負担の問題解決までには至らず、PFI事 業で求め

る性能発注の領域までは到達しなかったものである。

三つ目には、SPCが 性能発注を理解したとしても、病院運営は他の事業と異なり、協力企業とな

る業種に従来型の委託‐受話の関係による業務の受注が色濃く残っており、性能発注型への転換が非

常に難しいという点もあつた。従来型の業務を縦割りにした委託関係の中では、その是正は難しい面

もあつた。

こうした性能発注について、SPCと の調整に時間がかかる、相互理解が難しいという声は、他の

PFI事 業のアンケー ト結果にも現れており、今後のPFI事 業のあり方として検討しなくてはなら

ない課題ではないかと考える。要求水準をもとにした性能発注において、全て民間において責任をと

いうことになれば、民の側からすれば、常に官から無理な要求を求められる関係と感叫る面もなくは

ないであろう。

PFIで 求める性能発注が、両者の相互理解のうえで成立するよう、要求水準もその内容を具体的

に明示することなどにより、SPC・ 協力企業ともに、要求水準との関係を踏まえ、性能発注への十

分な理解を求めておくことも必要であつた。
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2) 「 モニタリング」による監視―サービスの質の担保

PFI事 業においては、要求水準の維持向上のため、日常、定期、随時にSPCが 提供するサービ

スに対する監視 (モニタリング)を 行い、業務の 「質」の維持 ・向上を図り、要求水準が満たされて

いない場合には、その程度に応 じて業務改善勧告 ・命令、サービス対価の減額 (ペナルティ)を 行 う

ことにより、その実効性を担保する仕組みとなっていた。

そのため、要求水準の維持、実効性を確保することを目的として、毎月モニタリング定期調整協議

会、3ヶ 月に 1回 のモニタリング院内評価委員会を実施 していた。開院当初は、新しい遠営体制やシ

ステムに不慣れなど、様々な要因が重なってサービス対価の減額をすることも多かつたが、開院 5年

目を迎え、平成 21年 度は3件 と減少 してきてはいる。

この5年 間でモニタリングによリサービス対価の減額を行なったケースは、29件 、金額にして

27,385,460円 となっている。内訳は、下表 (表6)の とお りである。

表 60モ ニタリングによる減額 (種類別)

項 目 件  数 金  額

ペナルティポイント累計による減額 1 2 6 ,  8 4 1 ,  5 3 6

業務改善命令による減額 7 13, 060, 633

業務改善勧告による減額 1 0 7, 983, 291

計 2 8 2 7 ,  8 8 5 ,  4 6 0

○モニタリングによる減額 (業務別)

項 目 件  数 金  額

医事業務 1 5 1 3 ,  1 8 4 ,  1 7 7

物品管理 ・物流管理 (SPD)業 務 1 1 1 1 ,  1 0 2 ,  2 7 9

滅菌業務 2 2 ,  4 4 2 ,  5 0 4

食事の提供業務 1 1 ,  1 5 6 ,  5 0 0

計 2 9 2 7 , 8 8 5 , 4 6 0

○モニタリングによる減額 (年度別)

項 目 件  数 金  額

平成 17年 度 1 2, 053, 957

平成 18年 度 1 1 1 1 ,  3 0 7 ,  0 3 8

平成 19年 度 6 5 ,  6 0 4 ,  2 7 7

平成 20年 度 8 5, 389, 337

平成 21年 度 3 3 ,  5 3 0 ,  8 5 1

計 2 9 2 7 ,  8 8 5 , 4 6 0

モ ニ タ リン てヽ減額する つてい

霧疵禁忌事項による減額である。

PFI事 業においては、SPCが モニタリングを行なうことで、従来の委託方式とは違い、受託業

者自らが、業務の質や水準を確認する必要性があつた。従来型の競争八札による業務委託では、価格

は安くなったものの、仕様書の業務水準が維持できず、病院事務局職員が、患者さんや職員からの苦
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情対応や業者指導に翻弄されるケースも少なからずあつたが、受託業者がその質の向上に努力しなく

てはならない仕組みは、PFI事 業のメリットとして評価でき今後も活かしていかなくてはならない。

当然のことながら、委託金額や配置人員を増やせば良くできるのは当たり前との評価もあるが、清

掃や警備、看護補助業務などは、従来の県立中央病院 ・高知市立市民病院と比べ、医療センター職員

からも良くできているとの評価も受けており、今後、病院企業国が個別 ・直接委託方式に変更した場

合に、活かしていくべき点である。

しかし一方では、SPCだ けでなく協力企業 ・受託企業も含めて、長期契約で保障されているとい

う安心感からか、積極的に業務を改善しようという姿勢も若千希薄であつた印象もぬぐえない。長期

契約においては、受託側には、何もしなくても契約が継続的に保障される安心感もあるが、委託者側

がしつかりと業務を監視すると同時に、受託事業者自らも積極的に業務を見直していくという姿勢の、

互いに緊張感を持った業務遂行のあり方が問われているものである。

モニタリングの仕組みについては、その評価に要する時間が多大となっており、協力企業・SPC、

病院企業団の負担も大きかった。定量的評価などによる、簡易なモニタリングの方法、仕組みづくり

も重要であつたと考えられる。

また、サービスの質の確保のためのモニタリングに関しては、協力企業等の受託業務に限られてお

り、議会からの指摘も強かったSPCが 直接行う業務については、評価の対象外であった。PFI事

業契約は、契約期間が長いことから、その事業効果や評価を短期間で求めることができない側面もあ

るが、病院企業団とSPC双 方が、ある程度の期間でお互いに事業効果を検証する仕組みも必要であ

つたと言える。全国に先駆けた運営PFIと してその仕組みが充分確立されていない時期の導入であ

ったため止むを得ない面もあるが、その後、運営PFI事 業を導入した病院が、SPCの マネジメン

トをモニタリングする仕組みを取り入れていることからも、この点は大きな反省点でもある。

3) 包 格的業務委託一隙間業務の排除による医療環境の整備

個別委託方式による業者間の隙間業務の問題は、PFI事 業で解消されたかというと、必ずしも解

消することはできなかった。高知医療センターPFI事 業選定にあたっては、医療コア以外の業務は、

全て民間に委ねることとし、提案を募集したことから、業務範囲の対象は、従来型の委託よりも積極

的に拡大され、民間事業者の役割は増していた。

医療の現場においては、医師や看護師から、従来関わつていた業務から解放されたという意見も少

なからずある。例えば、医療機器の保守管理や修繕の依頼などは、従来の医師や看護師の業務から、

ME補 助の業務となり、医療職がその専門的業務に専念できる環境は、従来の病院に比べ拡大してい

た。

このこと自体が、単純にPFI事 業効果であるとは言えない。高コス トで包括された委託業務とな

れば、業務範囲が拡大されることは当然であり、医療従事者の専門領域以外の業務からの解放は、必

ずしもPFI事 業効果とは評価ができないものである。

隙問業務の解消にういては、包括委託によつて、SPCが その裁量と責任において調整してくれる

ことを求めたものであるが、運営面において病院企業国とSPCの 二重構造となっており、SPCに
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何かを依頼しても、自己完結ができず最終的な判断をSPCが 企業団職員に仰ぐなど、隙間を埋める

ために、逆に二度手間となり時間がかかるといつた状態も生じた。

また、病院企業国とSPCの 間では、包括委託となつているが、SPCと 協力企業との契約は、従

来型の業務の縦割 りによる仕様書発注であることから、協力企業の性能発注に対する意識が乏しかっ

たことも影響している。

結果的には、隙間業務をSPCの マネジメントにより解消するのではなく、サービスの質の確保に

対する要求と費用負担による問題の解決方法は、前述の1)の 項でも述べたとおり、従来型の委託方

式と同じであり、従来型の縦割りの業務委託方式も影響し、当初思い描いた隙間業務の解消にまでは、

至らなかったと言える。

4) SPCに よる業務統括一SPCの マネジメント能力

開院後、5年 目を迎え、最近徐々に改善されてきてはいるが、SPC自 体に病院経営のノウハウが

なかったことが、最大の問題であつたと言える。当初の想定では、SPCが 自らの裁量及び責任にお

いて、協力企業及び受託企業等の業務を統活することにより、病院組合に対する安定した効率的かつ

効果的なサービスが提供されることを目的としていたものであるが、業務統活できるだけのノウハウ

を持ちえていたかというと疑問が残る。

これは、開院当初のモニタリング結果 (前述)にも現れており、PFI事 業を採択した官の側には、

民間ノウハウヘの期待と幻想があり、民間の側にも、何とかなるだろうとの思いがあり、両者に見通

しの甘さがあつたと言われても仕方がない点はあったといえる。平成 18年度において、SPC自 ら

のマネジメントにより発生した頼症 ・禁忌事項で、マネジメント料を返上せざるを得なくなつたこと

も、そのことを示している。

現在、日本において病院経営が認められているのは、民間と言つても医療法人や個人の医師に限ら

れていることから、民間ノウハウの活用と言つても、そのノウハウを発揮できるだけの人材がSPC

に充分に確保されていなかったのも事実である。

医療センターの経営問題が深刻化する中、SPCも 経営改善のため、その職員の中に、医療経営を

行なう民間コンサルタント会社からの職員を受け入れ、病院経営の改善や業者指導にあたらせている。

その結果、医療センター経営改善委員会への収益向上に向けた提案や経営分析に資する資料の提供な

ど、改善が図られてきた。PFI事 業において、病院企業国事務局の職員体制を人事 ・総務や財務な

どに限定し、SPCの マネジメント能力を求めたのも、本来こうした医療経営のノウハウをSPCに

対し積極的に求めてのことであった。やっと、一定の効果が見出されてきた矢先のPFI事 業契約の

解消であり、これらのノウハウをどのように継続し、活用していくかは今後の課題事項でもある。

SPCの マネジメントでは、ウの項でも述べたが、業務の包括委託により医療ヨア以外の業務運営

をSPCが 統括し、隙問業務を埋めてくれることに対して大きな期待があつた。SPCに は、自らの

裁量と責任において業務を統括することが任されていた。しかし、SPCに 責任をもつて任せられる

だけの環境に至らなかったために、SPCの 側からすれば、病院運営の最終的な決定権は、病院企業
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団にあることから、SPCの 勝手な判断で実施した場合、その責任を負わなくてはならず、その結果

モニタリングによる減額なども懸念され、殆どの事柄について、病院企業国にお伺いをたてるため、

現場職員からすれば、何がどこで決定されているか不透明であつたり、何かをSPCに 依頼しても意

思決定までに時間がかかり、一体どうなつているのかという不満の声も聞かれた。

また、高知医療センターのPFI事 業の特徴として、SPCの 株主 ・役員が、事業の再委託先企業

又は再委託先企業の職員でがつたことから、SPCと 派遣元企業の利益が相反するため、委託費削減

の阻害要因となった可能性が高く、経費削減 ・委託業務の見直しにあたつて、協力企業や受託企業の

競争性が阻害され、経営の効率化にとっては、マイナスの部分が見受けられた。そのことは、平成 20

年 12月 9日付けのSPCの 回答にも現れている。

5) 民 間ノウハウの活用による病院経営の効率化一経営企画協議会の設置

民間企業のノウハウを公共事業に取り入れることにより財政負担を軽減できることがPFI方 式

を導入するメリットであるが、このメリントを事受するためには病院組合が民間事業者から意見や堤

案を聴取する機会を設けることが必要である。本PFI事 業契約では、病院組合とSPCの 関係者と

が出席する経営企画協議会を設置することを規定しており、SPCが 病院経営効率化の観点からの提

案を行い、それについて意見交換、検討を行うことが予定されていた。

当然、民間ノウハウの活用のためには、民間の提案を受け入れ、自由な発想のもとに、経営の効率

化を図つていくことは重要である。そのためには、民の自由な競争性の発揮も必要であるが、一方で

は、高知県のような経済環境の中においては、地域経済への貢献や地域経済の活性化も重要な課題で

あり、どれだけ民間ノウハウの活用が可能であつたのか、難しい問題であつたとも言える。

しかし、様々な要因はあるかもしれないが、結果として高知医療センターのPFI事 業については、

開院当初から材料費問題で大きく頃いたことから、その歯車が狂ってしまったと言える。

経営企画協議会が、双方の意見を取り上げて、経営の効率化へ進むのではなく、経営企画協議会だ

けでなく、すべての局面、両者の協議において材料費問題をどうするかが最大の焦点となった。

この事は、高知医療センターのPFI事 業の経営面における最大の特徴が、材料費を大幅に縮減す

ることで、直営方式では発生しないマネジメント・フィーやSPCの 人件費、手厚いサービスの提供

による高コストの委託料をまかない、なおかつ余りあるPFIの 経営面での効果を期待できるとして

いたものであったからである。

結果的には、この材料費問題は、開院後医療センターの運営に大きな影響を与え、常に、経営問題

を議論する際には、病院企業団にとっても、SPCに とっても避けて通れない課題として突きつけら

れたのである。

一般的に短期 ・急性期型の高度な医療を提供する病院においては、手術や処置にかかる材料の使用

量が多くなり、材料費比率も高くなると言われている。応募者提案時に病院組合が示した計画の入院

患者 1人あたりの診療単価は、事業期間を通じた平均で4万 円の後半であつたが、開院後の診療単価

の実績は、5万 円台となり、平成 19年度には、5万 円台の後半となった。そのことにより、SPCか

らは、診療単価の上昇は想定の範囲も超えており、患者数の変化 (入院と外来患者の構成割合)も 考
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慮すれば、医療センターの機能では、応募者提案の234%の 達成は不可能とされた。
一方で、病院企業団は、材料費比率は診療単価の問題ではなく、23.4%は SPCが 提案したもので

あるから、その実現に向けて努力すべきと主張し、双方相容れない議論がなされていつた。

病院経営における材料費比率の問題は、一般的な建築物や製造業など物づくりの材料調達とは違い、

患者さんの疾病構造や手術 ・処置内容によっても大きく変動することから、複雑でわかりにくいもの

である。材料費をめぐる両者の議論 ・解釈においても、見解の相違ともいえる事項が多く、議論は平

行線のまま、4年 間が推移してきた。

平成 21年 度に入り、PFI事 業の根本に立ち返って病院企業国とSPCが 協議し始めて約 3ヶ 月

たつた時点で、高知医療センターPFI事 業の特徴として、SPCが 提案を行い、病院経営効率化の

観点からの意見交換、検討を行うために設置した経営企画協議会の場において、皮肉にも、PFI事

業を終了させる方が、短期で経営改善に貢献できると提案があつたのである。

提案の背景には、病院企業国が求めたVFMの 発生や委託料などの経費の見直しについて、SPC

として検討した結果、短期間では、SPCの マネジメント料に見合うほどの削減ができないとの判断

があった。

いずれにしても、PFI事 業においては、官民双方の協議の場は必要であり、協働して経営の改善

や医療の質の向上に取り組まなくてはならないが、開院当初からの材料費問題での頃きが影響し、経

営企画協議会の場が、民間の発想を受入れ経営改善につなげて行く場とはならなかったのである。

ただ、材料費問題については、PFI事 業契約の目標値である23.4%の達成はできなかったものの、

SPCが 調達することによって、従来の高知県立中央病院や高知市立市民病院よりも廉価で調達して

いることは、事実である。そのことは、高知医療センターが、平成 20年 8月 から10月 にかけて行な

つた材料費の調達価格の検証作業において、委託先企業からの報告でも明らかとなっている。

確かに、今回のPFI事 業契約解消の一つの要因が材料費問題にあつたことは事実であるが、経営

改善が喫緊の課題である高知医療センターの経営効率化の課題からして、公共が直接実施するよりも

廉価で調達できるこの仕組みを捨て去ることはできない。今後、PFI事 業の活かすべきメリットと

して、この仕組みを継続できる方策を検討しなければならない。

6)長 期委託契約一協働による業務実施体制の熟成

PFI事 業方式のメリントとして、一定の長期間にわたる病院組合とSPCと の協働による業務実

施体制の熟成の結果得られるべきものを期待したが、この4年 半は熟成までの十分な期間ではなかつ

た。官民のパー トナーシップが形成できないと否定するものではなく、運営がうまくいっておれば、

官民のパー トナーシップの醸成も充分可能と思われる。協働とは、複数の主体が、何らかの目標を共

有し、ともに力を合わせて活動することをいうが、そのためには、その目標の実現に向けた方向性の

活動の中で、共にメリットが生じるものでなくてはならない。

しかし、思うようなPFI事 業効果が現れず、病院本体は想定以上の赤字経営で、PFI事 業で人

件費以外の、殆どの経費の支出を担っているSPCに 対し、その削減努力を求めることになつてしま

つたことで、利益相反の関係の中で矛盾や4L探が生じ、業務実施体制の熟成には至らなかつた。
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また、民間にノウハウがあり、責任をもって業務を任せられる関係性があればよいが、そうでない

場合は、従来どおり、官は管理 ・監督 a指導する立場、民は受身の立場となるため、すぐには関係性

の成熟やPFI方 式のメリットを事受できる土台には結びつかないものである。

長期委託契約を行うことにより、SPCの 職員が業務に従事する事による医療の専門的な知識の蓄

積も期待していたところである。しかしながら、SPCの 事務部門の職員を除き、病院運営業務に関

わるマネージャーで開院当初から勤務している職員は 1名のみであり、その定着率は極めて低い。

自治体病院においては、事務系職員は、派遣元の人事異動による入れ替わりがあり医療の専門家が

育たないとの指摘が一般的にあるが、病院企業団職員以上に交替が激しく、専門家が育たない環境は、

業務実施体制の熟成を阻害した要因の一つであると言える。

7) 病 院の変化への対応一長期契約の弱点の克服

PFI事 業契約は、長期の契約であることからそのソスクを回避するため、一定の周期(当初計画 6

年間)で環境変化に対応し本契約に定める業務範囲の見直しを行なうことができることとされていた。

当初想定した見直し時期まで契約が継続しなかったので、十分な評価はできないが、環境変化に柔

軟に対応できるかは、病院企業団とSPC双 方が経営企画協議会の場で合意することが前提であった。

病院企業国が、業務の見直しによる委託料削減を求めたことに対する一昨年 12月 の回答にも現れて

いるように、前述した経営企画協議会が、当初思い描いたものとはならなかったため、その合意は、

容易ではなかった。

8) 大 企業の進出によるノウハウの事受一地元企業の育成

PFI事 業の導入に際しては、地元企業の協力企業 ・受託企業への採用とあわせて、地元企業の育

成にもつながることが期待されているとしていた。応募者提案においても、「地元企業が、県内のみ

ならず全国的な市場における品質ならびに価格競争力を身につけられるよう、SPCは 、地元企業に

対しての 「ベス トプラクティス」の情報提供と助言を行うとともに、代表企業である 「オリックス」

による融資や、グループ企業である 「オリックス ・キャピタル」によるベンチャーキャピタル支援を

行い、地元企業の育成に努めます。」とされていたが、この期間内では、地元企業の育成までには至

らなかった。

9) VFMに ついて

公共事業をPFI事 業として実施するかは、当該事業が効率的かつ効果的に実施できることを基準

としている。PFI事 業としての実施を検討するに当たっては、VFMの 有無を評価することが基本

となる。「VFM」 (Value FoI Mo■ey)と は、一般に、「支払いに対して最も価値の高いサービスを

提供する」という考え方である。VFMを 評価する要素としては、「支払」と 「サービスの価値」の

二つがあるが、支払は、事業期間全体を通じた公的財政負担の見込み額の現在価値 (PSC)、 サー

ビスの価値は、得られる公共サービスの水準である。(内閣府民間資金等活用事業推進室 :VFMに

関するガイ ドラインの一部改定及びその解説より)

高知医療センターのPFI事 業者の募集にあたつても、「応募者の提案価格がPSCよ りも少ない」、

通



すなわちVFMが 発生する提案であることを前提として、事業の採択を行なつたものである。オリッ

クスグループの提案は、当時病院組合が示したPSCと PFIの LCC(PFIで 実施した場合の、

施設の建設、維持管理、運営、修繕、運営、事業終了までの事業全体にわたり必要なコス トのこと)

を比べた場合、委託料等の経費は割高になる一方で、材料費の大幅な縮減 (材料費比率 23_4%)等 に

より、現在価値換算後で5,455百万円 (415%)の VFMが 発生するというものであった。

PFI事 業においてVFMを 評価する事は、極めて重要である。すなわち、VFMが 発生していな

ければPFI事 業で実施した意味がない、PFI事 業の効果をもたらしていないということになるか

らである。

VFMの 評価は、事業期間を通じて評価されるべきものであるが、前述のガイ ドラインでも、「P

FI事 業全体のプロセスの中で本来段階的に行なわれるべきもの」ともされている。しかしながら、

運営段階における事後評価については、同ガイ ドラインにも触れられておらず、今後検討していく価

値はあろうとされているだけである。VFMは 、運営開始後、単年度あるいは中期の中でどのように

発現しているか検証すべきであるが、その点においては、VFMを 適切に評価していく仕組みが明確

でないのが今の運営PFIと いえる。

また、PSCは 、事業者選定を行う際に、公共が直接実施した場合のコス トとして提示するが、実

際に運営が始まってから、具体的にPFIの 費用と対比できる指標がなく、SPCと の間で認識を共

有させることも難しかつた。そのため、時々の協議でVFMの 検証を求めても、PSCに ついての相

互理解が得られず、堂々巡りの議論を繰 り返すばかりであったのも事実である。

同ガイ ドラインの解説でも、「リスクはVFMの 源泉の主要なものの一つであるにも関わらず、リ

スク分担のあり方やその評価に関しては、VFMガ イ ドラインでも記述が少なく、また、公共側の認

識も薄い。あらためて中心課題として議論する事が不可欠である。」とし、国においても、PFI事

業は推進しているものの、運営開始後のVFMの 明確な評価の仕組みが確立されているわけではない。

官と民の双方の納得と合意によりVFMを 評価していく仕組みづくりが不可欠である。

そのため高知医療センターのPFI事 業においても、材料費問題をめぐつてその責任の所在の議論

が延々と繰り返されてきた。材料費比率は、当時病院組合は、PSCの 材料費を医業収益に対し30%

程度で示したのに対し、応募者提案は、234%で 提案しており、大幅な削減を前提としたものであっ

た。確かに他の自治体病院や民間病院でも提案のような低率で調達している病院もあることは事実で

あり、できない提案ではないとも言える。しかし、病院組合側の、現実的に実現可能かの検証と提案

者への達成に向けた十分な確認とリスク分担の協議が結果的に十分であつたかとの反省もある。また、

提案をする側の民間が、公共の示したPSCの 内容を十分に理解したうえでの提案であったのか、そ

の理解が十分でなかったために、材料費問題の議論を延々と繰り返さざるを得なかったのではないか

とも考えている。

いずれにしても、病院企業団 (契約当時 :病院組合)と SPC双 方に、運営PFI事 業としてのV

FMの 根幹をなす材料費について、リスク分担のあり方や評価の仕組み、認識が不十分であったこと

は否めない。

16



10) そ の他の側面

PFI事 業は、SPC、 受託事業者に自らの業務の質を担保する責任が課せ られていることから、

通常の委託方式とは違つて、業務の質の確保は容易である。しかし、受託業者への指示は、SPCを

介して行 うこととなつてお り、現場職員が直接的な指示が行えない等、十分に病院企業国 t医療セン

ター側の意思が伝わらない等の隔靴掻岸感があったことも否めない。

一方、従来型の委託方式と違つた点は、SPCが 、モニタリングにおいて評価されることもあつて、

公共とともに病院事業の共同の運営者であるとの認識から、委託事業者の職員も含め、高知医療セン

ターの運営に携わっているという当事者意識が高かつたという事は、一定評価できるものであり、今

後も活かしていくべき教訓1と言える。

阪神淡路大震災の際に、ある自治体病院において病院職員は参集 してきたが、委託事業者が集まら

なくて運営に困つたということがあったようだが、開院以来、院内の災害対策訓練や医療安全研修会、

院内感染対策研修会等への委託事業者の参加が多かつた事は、今後の病院運営を考える上で、とても

重要なことである。

また、PFI事 業と言 うことで、院内の各種委員会にも、SPCや 病院運営に主要な部門の医事や

SPDだ けでなく、FM(警 備)、清掃、看護補助などといつた部門の職員も参加 し、共に病院の質

やサービス、運営の向上に努力してきた仕組みは、今後の病院運営にもいかしていかなくてはならな

い。

最近では、医療の質を評価する仕組みとして、クリニカルインディケーター1という言葉があるが、

例えば、リネン交換を担当する民間事業者が、救急入院患者のベッドを用意するまでの時間を、統計

データとして集計し、評価していく取組み等は、従来の委託方式では、ありえないことであり、高知

医療センターのPFI事 業ならではの取組みとして評価できるものである。

同じ医療機関で働く以上、身分の垣根を越えて、病院自体を良くしていこうという取り組みは今後

も活かしていくべきであり、PFI事 業で行なってきた財産としていかなくてはならない。

今回の検証のために、高知医療センター職員 (科長職以上)に 依頼したアンケー ト結果の意見を生

の声として添えていく。(資料 6)

4 ま とめとして

高知医療センターのPFI事 業において、当初最大の目的とした 「経営の効率化」については、病

院本館施設等の建設を除き、この5年間に運営面で期待した効果は現れなかつた。また、その他の面

で期待した、性能発注によるサービス水準の確保や隙問業務の解消、SPCの マネジメントなど民間

ノウハウの活用などにおいても、思い描いただけの効果は目に見えて現れてはいない。

なぜ、期待した効果が現れなかったのか、そこには、開院以来の病院企業国とSPCの 関係が大き

く影響したものと思われる。

PFI事 業は、官民の利益の共有関係で成立するものであり、官民双方に利益 (メリット)が 享受

される必要性があるが、そのどちらか一方でもバランスが崩れれば、成立し得ない。特に、開院当初

1クリ劫ルインテ
Sィ

ケーター 実 際に行なわれている医療の経過や結果の意義ある項 目を指標としたもの。

それを活用し、その病院で行なわれている医療の質を評価 しようとするもの。
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から医療センターの赤字の一つの要因として、オリックスグループが提案した応募者提案の材料費

徹 達目標として医業収益の 23.4%)が、計画を大きく上回つたことで、SPCに 対するその責任追及

がされることとなった。

『公共が赤字で、民間が黒字であることが問題』と言う指摘もあるが、最大の問題は、PFI事 業

で当初想定したPSC(公 共事業コス ト)に 対して、民間が実施することによるVFMが 発生してい

るか、公共の側にメリットがあるかどうかということである。VFMの 評価が難しいことは前述した

とおりであるが、結果的に、開院以来、経営の効率化を図るという期待した効果が得られず、病院企

業団においては、毎年計画以上の赤字を計上する一方、モニタリング結果に見られるように材料費や

運営面におけるマネジメント不足を指摘されつつもSPCは 確実に利益を得られる構図となつてお

り、この関係の修復 (解消)以 外にPFI事 業の継続は有り得なかったものである。

官民両者の利益の共有関係が成立するためには、応募者提案についての民の責任と募集時における

官の提示条件の説明、そのことに対する官民双方の説明と理解が十分であつたかが問われるものと考

えている。そのことが、お互いに当初から十分理解されておれば、ここまで材料費問題などをめぐり

双方の主張が硬直化することはなく、VFMの 評価や病院企業団とSPCの 主張に対する歩み寄りは

あったのかも知れない。今回のPFI事 業契約の終了は、民間ノウハウの活用による、全国初の病院

PFI事 業の導入という過程の中で、民間ノウハウをもつてすれば可能であろうという民に対する過

度の期待がもたらした結果と言えるかも知れない。

運営に関わる事業を委託する際には、今回のような問題を発生させないために、官が想定した当初

の計画、それに対する民間の提案内容を官民がお互いにきちんと検証したうえで、実際の運営に際し

て生じる課題や問題点、リスクを事前に想定し、協議しておくべきである。契約期間中に想定される

変化を十分に検討し、変化が生じた場合、リスクが発生した場合において、双方がどのように対処す

るのか、十分に想定しておくことが必要であったが、その点も十分でなかったと言えよう。

また、高知医療センターの事業契約は、30年 間の長期の契約となっていたが、医療の環境変化を

想定すると、数年先の医療制度がどのようになっているのか、予測することが難しい環境である。リ

スク回避の手法は契約上とられているとは言え、病院運営のPFI事 業において30年 の長期契約は、

あまりにも長すぎたといえる。

以上、PFI事 業の検証を行つたが、高知医療センターにおいては、今後、PFI事 業の良い点や

その中で学んだ経験を最大限に活かしながら、今後の直接委託方式による経営改善に取り組んでいか

なくてはならない。

最後にいくつか、今後、運営面に活かすべきものとして次の点をあげておく。

① PFI事 業においては、モニタリングを行うことによつて、委託事業のサービスの水準や質が担

保しやすいことがあり、今後の事業委託においても、競争入札により価格は安くなったものの、

仕様書の業務水準が維持できず、吉情対応や業者指導に翻弄されることがないような仕組みづく

りが重要である。
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② PFI事 業によって、医師や看護師からは、従来の業務から解放されたという声も少なからずあ

つた。今後、医療が複雑化 ・高度化していく中で、費用対効果の問題もあるが、医療従事者が専

門性を女口何に発揮できる環境を作るかと言うことも課題である。

③ PFI事 業においては、長期契約や民間ノウハウの活用の中で、医療経営のマネジメントをSP

Cに 積極的に求めた背景がある。医療経営における専門的なマネジメントカは、今後の病院経営

にとって極めて重要なことであり、プロパー職員を含め医療の専門家を育成していくことが重要

である。

④ 上 記とあわせて、事務系職員の入れ替わりをなくし、専門性を重視した人事も考慮しなければな

らない。

⑤ 高 知医療センターのPFI事 業において求めた、材料費比率23.4%は 達成できなかつたもの

の、公共が行うよりも廉価で材料を調達していることは事実であり、病院経営の視点からもこの

効果が継続できる仕組みを構築しなくてはならない。

⑥ 病 院企業団職員と委託企業職員が、所属の違いはあっても、同じ医療機関で働く者として、病院

運営に関わる当事者意識を持ち、医療安全や感染対策、災害医療、病院サービスの向上、医療の

質の向上に向けた取り組みを進めていく意識を持ち合わせることが重要である。
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